
                    

H27年 9月発行 桑名市高齢者虐待気づきシート 

ひとつでも虐待サインを見つけたら、お近くの地域包括

支援センターにご連絡下さい。 

連絡先は裏面にあります 

高齢者が

助けを求める

おびえている

 不自然な傷、

アザ、体重増減、

やけどがある

必要な医療,介護を

受けていない

受けさせない

食事をかき込む

ように食べる、

拒食、過食

部屋やベッドが

散らかっている、

不衛生

  家族が必要な

介護をしない

介護や医療の

利用料を

滞納している

高齢者に無関心

無視する、

乱暴な言い方

をする

自宅から大声、

叱り声、怒鳴り声が

聞こえる



                    

 

 

高齢者福祉、医療に関する事業に従事する方は、高齢者虐待防止法により、 

高齢者虐待の 早期発見、通報の努力義務 があります。 

通報を受けた地域包括支援センターには守秘義務があるので 

安心してご連絡ください。                

                                                            

事業所名 所在地 電話番号 担当地区 

桑名市 中央 

地域包括支援センター 

中央町 

２丁目３７番地 
２４－５１０４ 全 域 

桑名市 東部 

地域包括支援センター 

内堀 

５１番地 
２４－８０８０ 

精義・立教・修徳・大成・ 

城東（地蔵・東野を除く） 

桑名市 西部 

地域包括支援センター 

西金井 

１７０番地 
２５－８６６０ 桑部・在良・七和・久米 

桑名市 南部 

地域包括支援センター 

江場 

７７６番地５ 
２５－１０１１ 

日進・益世・城南・ 

城東（地蔵・東野のみ） 

桑名市 北部西 

地域包括支援センター 

多度町多度 

１丁目１番地１ 
４９－２０３１ 

筒尾・松ノ木・大山田・ 

星見ヶ丘・野田・藤が丘・ 

陽だまりの丘・多度 

桑名市 北部東 

地域包括支援センター 

長島町松ヶ島 

６６番地 
４２－２１１９ 大和・新西方・深谷・長島 

あなたの勇気が 

高齢者をまもる！ 


